
議案第 49号  

 

 

   西脇市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定に  

ついて  

 

 

 西脇市水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

 

 

  令和４年８月 30日  

 

 

                 西脇市長  片  山  象  三    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （理  由）  

 基本水量及び基本料金の見直しにより、使用者負担の公平性を期す

ため。  

 



 
 

 
西

脇
市
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道

事
業

給
水

条
例

の
一

部
を
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正

す
る

条
例

 

   
西

脇
市

水
道

事
業

給
水

条
例

（
平

成
1
7
年

西
脇

市
条

例
第

 
1
7
1
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

  
次

の
表

の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

、
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
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改
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 別
表
第
１
（
第
26
条
、
第
28
条
、
第
30
条
関
係
）
 

 
⑴
 
基
本
料
金
（
１
月
に
つ
き
）
 

 

メ
ー
タ
ー
の
口
径
 

基
本
水
量
 

基
本
料
金
 

20
㎜
以
下
（
家
庭
用
）
 

０
ｍ

３
 

1,
05
0円

20
㎜
以
下
（
家
庭
用
以
外
）
 

10
ｍ

３
 

1,
85
0円

 
（
略
）

 
 
上
の
表
に
定
め
の
な
い
口
径
に
つ
い
て
は
、
管
理
者
が
定
め
る
。
 

 
⑵
 
従
量
料
金
 

種
別
 

従
量
料
金
〔
基
本
水
量
を
超
え
る
使
用
水
量
１
㎥

に
つ
き
〕
 

家
庭
用
〔
口
径
20
㎜
以
下
の
専
用
給

水
装
置
〕
 

 

１
㎥
～
10
㎥
以
下

80
円

11
㎥
～
20
㎥
以
下
 
14
0円

21
㎥
以
上
 
20
0円

（
略
）

 
⑶
 
（
略
）
 

別
表
第
１
（
第
26
条
、
第
28
条
、
第
30
条
関
係
）
 

 
⑴
 
基
本
料
金
 

 

メ
ー
タ
ー
の
口
径
 

基
本
水
量
 

基
本
料
金
 

（
１
月
に
つ
き
）
 

 
20
㎜
以
下
 

10
ｍ

３
 

1,
85
0円

（
新
設
）

 
（
略
）

 
 
上
の
表
に
定
め
の
な
い
口
径
に
つ
い
て
は
、
管
理
者
が
定
め
る
。
 

 
⑵
 
従
量
料
金
 

種
別
 

従
量
料
金
〔
基
本
水
量
を
超
え
る
使
用
水
量
１
㎥

に
つ
き
〕
 

家
庭
用
〔
口
径
20
㎜
以
下
の
専
用
給

水
装
置
〕
 

 

20
㎥
以
下
 
14
0円

21
㎥
以
上
 
20
0円

（
略
）

 
⑶
 
（
略
）
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則

 

 
こ

の
条

例
は

、
令

和
５

年
１

月
１

日
か

ら
施

行
し

、
こ

の
条

例
の

施
行

の
日

（
以

下
「

施
行

日
」

と
い

う
。

）
前

か
ら

継
続

し
て

水
道

を
使

用

し
、

施
行

日
以

後
初

め
て

算
定

す
る

使
用

に
係

る
水

道
料

金
に

つ
い

て
は

、
改

正
後

の
西

脇
市

水
道

事
業

給
水

条
例

の
規

定
を

適
用

す
る

。
 


